
アフターケア制度について
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労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により
被災された方に対して、その方の症状が固定（治
ゆ）した後においても、後遺症状に動揺をきたした
り、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれが
あることから、必要に応じ予防その他の保健上の措
置として、「アフターケア」を実施しています。

アフターケアは、対象となる２０傷病（コードは
31種類）について、１か月に1回（６か月に１回も
有）程度の診察、保健指導及び検査等一定の範囲
内で必要な措置を行うものです。

アフターケアとは（１）
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令和５年４月、「健康管理手帳」から「アフター
ケア手帳」へ名称改定が行われましたが、医療機関
及び薬局からの委託費・薬剤費請求書及び請求内訳
書については、これまでの帳票を引き続き使用する
ことができます。

アフターケアとは（２）
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アフターケアの傷病ごとの処置・検査・保健の
ための薬剤等を確認してください。
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アフターケア傷病コード（１）
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アフターケア傷病コード（２）



枝番号は更新の都度に変わります。

アフターケア手帳番号の枝番号
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注 意 事 項

有効期限の確認をお願い致します。



アフターケア手帳の更新について

アフターケア手帳有効期限１か月前から更新
手続きを行っていますので、有効期限1か月
前の受診者には、更新の有無について確認を
お願い致します。

有効期限が切れた手帳を提示した場合及び
有効期限前に更新をした場合の旧健康管理手
帳は無効となります。
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受診年月日、措置を行った内容を簡単に記載
してください。（ex.検査、薬剤処方）

アフターケアの記録
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アフターケア委託費請求手続きについて
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病床数を記入
してください

対象の傷病コードを
記載してください
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対象となる傷病コードの記載
病床数の記載



Ｂ000 特定疾患療養管理料
月２回を限度に算定可

診療所 ２２５点
100床未満 １４７点
100～200床未満 ８７点
200床以上 算定不可
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特定疾患療養管理料



◆ 注 意 事 項 ◆

 初診時ブラッシング料
 再診時療養指導管理料
 外来管理加算
 在宅自己導尿指導管理料
 特定疾患治療管理料 等

算定
不可

※健保点数表の『在宅医療』は算定出来ない
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・ HｂA1cの検査など私病に対する検査

・ せき髄損傷に対する点滴や注射（処置の範囲と
認められていません。）、D215超音波検査（残
尿測定検査は、超音波によるものを含みます。）

・ 外傷による末梢神経損傷に対する１ｹ月３回目
のブロック注射（１，２回目についても医師がやむ
を得ないと判断した場合に限ります。）

・ 眼疾患に対する眼底カメラ、眼底三次元画像解
析（算定できる検査は７つに限られています。）
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査定した事例について



レセプトは診療日毎に１枚作成
１人に対して複数枚になることもあります。
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レセプトは診療日毎に１枚作成



◆ 記入上の注意点について ◆
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指定病院等の番号は
必ずご記入ください

請求書の請求年
内訳書の診察年月日

検査年月日は
元号(令和は９）を必ずご記入
ください



労災以外の私病の診療費及び
薬剤の処方について

労災保険は、請求があった薬局から
直接査定します。誤って私病分を含ん
で処方されていたことにより薬剤費が
査定となる事案が見受けられます。
私病がある場合には、労災と健保の

処方箋を必ず分けてください。
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令和6年４月からの改正点について
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健康保険のオンライン請求でお使いのレセプトコ
ンピューターを労災レセプト対応に改修することで
ご利用できます。

また、アフターケアの委託費についても令和３年
３月からオンライン請求が可能となっております。

オンライン請求をご希望の場合は、（労災）電子
情報処理組織の使用による費用請求に関する届出の
提出をお願いします。

オンラインレセプト請求について
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